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令和２年度 定時理事会 議事録 

 

 

開 催 日 時  令和２年６月３日（水）午後２時００分～午後３時００分 

 

開 催 場 所    東京都文京区関口 2-10-8 

          ホテル椿山荘東京 バンケット棟 5 階 グランドホール椿２ 

 

出 席 者  理事総数  ２４名 

出席理事  １７名（代表理事含む） 

 理 事 長 前田 新造 

 副理事長 田川 博己 

 専務理事 野口 一紀 

 常務理事 上野 正之 細野 顕宏 小林 英文 

理  事 堀田 武靖 井上 慎一 森宗 秀敏 熊谷 隆弘 上田 裕子   

齊藤 源久 津国 保夫 中野 星子 石井 敏子 黒田 英朗 

谷澤 淳一    

監事総数      ３名 

出席監事      ３名 

黒田 祥之 西尾 昇治 中村 靖 

 

議 長  代表理事（理事長）   前田 新造 

 

議 題 

決 議 事 項 

第１号議案 令和元年度事業報告及び収支決算（案）について 

   第２号議案 令和２年度６月期補正予算（案）について 

   第３号議案 令和２年度定時評議員会の招集について 

   第４号議案 会計監査人の報酬について 

 

報 告 事 項    

報告事項１ 令和２年度４月期補正予算（令和２年４月２４日決議）の報告について 

報告事項２ 職務執行状況の報告について 

報告事項３ 令和２年度業務監査について 

 

 



 

 

会議の概要 

 

１．開会 

  （事務局） 

   理事総数２４名、出席理事数１７名であり、本理事会は定款第３５条に定める定足数

を満たしており、適法に成立したことを報告する。 

 

２．議事 

（議長） 

これより議事に入る旨、発言する。第１号議案 令和元年度事業報告及び収支決算（案） 

について、事務局に説明を求める。 

 

  （事務局） 

第１号議案 令和元年度事業報告及び収支決算（案）について、審議資料（第１号議案）

に基づき説明する。 

 

  （議長） 

   令和元年度事業報告及び収支決算の監査報告について、監事の説明を求める。 

 

  （監事） 

事業報告及び収支決算について監査を実施したところ、監査報告書のとおり、事業 

報告書並びに貸借対照表・正味財産増減計算書等について、法令及び定款に適合し、 

かつ正確であるものと認めた旨、発言する。 

 

  （議長） 

   賛否を諮ったところ、全員異議なく、第１号議案は原案どおり可決する旨を宣する。 

 

（議長） 

   続いて、第２号議案 令和２年度６月期補正予算（案）について、事務局に説明を求め

る。 

 

  （事務局） 

第２号議案 令和２年度６月期補正予算（案）について、審議資料（第２号議案）によ

り説明する。 

 

（議長） 

   賛否を諮ったところ、全員異議なく、第２号議案は原案どおり可決する旨を宣する。 

 

 

 



 

 

（議長） 

   続いて、第３号議案 令和２年度定時評議員会の招集について、事務局に説明を求める。 

 

  （事務局） 

第３号議案 令和２年度定時評議員会の招集について、審議資料（第３号議案）により

説明する。 

 

（議長） 

   賛否を諮ったところ、全員異議なく、第３号議案は原案どおり可決する旨を宣する。 

 

（議長） 

   続いて、第４号議案 会計監査人の報酬について、事務局に説明を求める。 

 

（事務局） 

第４号議案 会計監査人の報酬について、審議資料（第４号議案）により説明する。 

 

（議長） 

   賛否を諮ったところ、全員異議なく、第４号議案は原案どおり可決する旨を宣する。 

 

３．報告事項 

（議長） 

報告事項１ 令和２年度４月期補正予算（令和２年４月２４日決議）の報告について及

び報告事項２ 職務執行状況の報告について、一括して事務局に報告を求める。 

  

  （事務局） 

報告事項１ 令和２年度４月期補正予算（令和２年４月２４日決議）の報告について、

審議資料（報告事項１）により報告する。 

   

（事務局） 

報告事項２ 職務執行状況の報告について、審議資料（報告事項２）により報告する。 

 

（議長） 

続いて、報告事項３ 令和２年度業務監査について、監事に説明を求める。 

 

（監事） 

報告事項３ 令和２年度業務監査について、審議資料（報告事項３）により報 

告する。 

 

 

 



 

 

（議長） 

   以上をもって、本日の審議及び報告をすべて終了した旨を告げ、理事会の終了を 

宣して解散した。 

 

 

  


